
パネルディスカッション
犯罪被害者週間新潟大会

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

令和３年11⽉27⽇

パネルディスカッション犯罪被害者週間新潟大会

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

議題１

いま、被害者⽀援に
何が求められているか

犯罪被害者等が被害後に置かれている状況（二次的被害）
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令和３年４月１日施行

2

新潟県犯罪被害者等支援推進計画（令和３年７月策定）

【⽬的】 【施策の柱】 【基本的施策】 （事業数）※再掲あり

◎ 県庁６部局（県民、総務、福祉、産労、土木、教育）と警察本部の計30課で計105の事業を実施
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相談当初に感じていた困難

引用・参考：令和３年７月「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」資料

犯罪被害にあわれた方の声

●⽀援制度があることを
知らないと利⽤できない。

被害者のための情報が不⾜

●その⽇を境に⽣活が⼀変。

突然、真っ暗な荒れ狂う海
に放り込まれたようなもの

●⽇常⽣活が破壊され、
考えること・することが
何もできなくなった

●家事も⾝の回りの
こともできなくなった。
⽣活⽀援が必要
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パネルディスカッション犯罪被害者週間新潟大会

議題２

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

知らせる

社会全体で
被害者⽀援の理解を深めるためには

県民の理解
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相談当初に感じていた困難

引用・参考：令和３年７月「都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議」資料
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突然、真っ暗な荒れ狂う海
に放り込まれたようなもの

●⽇常⽣活が破壊され、
考えること・することが
何もできなくなった

●家事も⾝の回りの
こともできなくなった。
⽣活⽀援が必要
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新潟県犯罪被害者等支援推進計画（令和３年７月策定）

【⽬的】 【施策の柱】 【基本的施策】 （事業数）※再掲あり

◎ 県庁６部局（県民、総務、福祉、産労、土木、教育）と警察本部の計30課で計105の事業を実施
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新潟県における推進体制

5

市町村への支援・協力

「総合的対応窓口」の周知強化

～ 最も身近な相談窓口 ～

■ 県内の全市町村に設置

■ 犯罪等被害で生じた生活上の困りごと

などの相談に総合的に対応する窓口

「犯罪被害者等支援に特化した条例」

の制定促進
～ 被害者支援施策推進の根拠 ～

■ 地域住民の理解の増進

■ 総合的・計画的な取組の推進

「見舞金支給補助事業」の実施

～ 地域が寄り添い、被害の早期回復・軽減を支援 ～

■ ご遺族や重傷病者へ市町村が支給した見舞金

に対して、県がその一部を補助

■ 被害者等に最も身近な市町村の取組を後押し
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パネルディスカッション犯罪被害者週間新潟大会

議題２

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

知らせる

社会全体で
被害者⽀援の理解を深めるためには

県民の理解



県民理解の一層の増進

新潟市会場でのパネル展

犯罪被害者等支援功労知事表彰（条例24条）

～ 支援の取組への理解・支援の輪の広がりへ ～

■ 長年支援に尽力した個人・団体を知事が表彰

■ 日頃の支援活動に敬意を表し、功績を広く紹介

■ ＳＮＳ等による広報

ＨＰ、Twitter、YouTube、デジタルサイネージ等

■ 民間支援団体への支援活動周知

ホンデリング（書籍等の回収・売上寄付）、被害者⽀援⾃動販売機

7

被害者支援を考える月間（条例23条）

～ 毎年11月を集中月間・県内全域での浸透へ ～

■ 新潟県縦断パネル展（県内６市を巡回）

被害者の在りし⽇の家族写真、ご遺族の⼿記
遺族講演会を聴講した中学⽣・⾼校⽣の感想
被害者等の置かれている状況、⺠間⽀援団体の活動紹介等

パネルディスカッション犯罪被害者週間新潟大会

議題２

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

知らせる

社会全体で
被害者⽀援の理解を深めるためには
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パネルディスカッション
犯罪被害者週間新潟大会

社会全体で⽀える犯罪被害者等⽀援
〜 私たちにできること 〜

令和３年11⽉27⽇



犯罪被害者週間新潟大会
パネルディスカッション

社会全体で支える犯罪被害者等支援
～私たちにできること～

令和3年11月27日

交通犯罪被害者遺族

にいがた被害者支援センター理事

中曽根 えり子

電 話 相 談

にいがた被害者支援センター

新潟：025－281－7870

長岡：０２５８－３２－７０１６

上越：０２５－５２２－３１３３

月～金曜日10時～16時（祝日、年末年始を除く）

全国共通ナビダイヤル０５７０－７８３－５５４

7時半～22時（年末・年始を除く）

性暴力被害者支援センターにいがた

♯８８９１ 24時間365日

新潟：０２５－281－1020

面接相談

面 接 相 談

要予約（当センター面談室）

原則 月～金曜日

10時から16時まで

（祝日、年末年始除く）

※被害者の要望により

時間外もあり

※被害者の要望により

被害者の自宅・最寄りの

警察署等での面談もあり

直 接 的 支 援

• 裁判関連支援

• 警察、検察関連支援

• 弁護士相談

• 病院・臨床心理士

• 行政等関連機関

• 生活支援

• その他

自 助 グ ル ー プ

交通事故被害者遺族

（平成19年11月～）

開催日 奇数月の第2日曜日(原則）

時 間 午後1：30～3：30

場 所 新潟ユニゾンプラザ

自助グループへの支援



にいがた被害者⽀援センター活動件数
区分 令和2年度 令和元年度

1035 791
(453) (293)
59 57
(32) (23)
122 143
(38) (34)

直接的⽀援

電話相談

⾯接相談

被害状況の内訳

殺⼈・殺⼈未遂・暴⾏・傷害
11%

性被害
38%

交通事故
30%

その他
21%

 直接的⽀援 122件の具体的内容
区分 件数 ⽀援内容

裁判関連 23（5） 裁判傍聴付添い、代理傍聴等
警察関連 2（1） 警察付添い等
検察⽤関連 1（1） 検察庁付添い等
弁護⼠関連 26（9） 弁護⼠相談付添い等
⾏政等関連機関 1（0） 保護観察所、⾏政窓⼝連絡等調整
病院・臨床⼼理⼠ 14（8） 臨床⼼理⼠、病院付添い等
⽣活⽀援 1（0） 家事⼿伝い等
⾃宅訪問 16（1） ⾃宅訪問⾯接等
その他 38（13） 被害者・遺族への情報提供等

計 122（38）
※( ）は性暴⼒被害者⽀援センターにいがたの活動件数を内数で表しています。

広報啓発活動

• ホームページ

• SNSを活用した広報(Twitter､line等）

• 県内小中学生へのカード配布

• イベント会場での広報活動、街頭キャンペーン

• イオン幸せのレシートキャンペーン

• 被害者支援自動販売機の設置

• 犯罪被害者支援フォーラムの開催（共催）

• 交通事故被害者遺族の手記・講演

• ホンデリング など




